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 国有企業の民営化の影響と補助金の関係を Mixed Oligopoly の枠組みで研究した論文は

多数ある。White（1996）では、Mixed Oligopoly と Private Oligopoly の結果が同じこと

を示した。これ以降の研究は、この民営化中立性定理（Privatization Neutrality Theorem）

がどのような場合なら成立するか、について進められてきた。Poyago-Theotoky(2001)では、

Mixed Oligopoly、国有企業が Stackelberg の先導者、Private Oligopoly の 3 つの場合の最

適な補助金、生産量、厚生は同じになることを示した。 Myles(2002) では、

Poyago-Theotoky(2001)で仮定されていた線形の需要関数と 2 次式の費用関数を一般的な

関数形に拡張しても、結果は同じになることを示した。Tomaru(2006)では、国有企業が部

分的に民営化された場合でも、民営化中立性定理が成立することを示した。Kato and 
Tomaru(2007)では、民間企業は利潤に他の目的を加えた関数を最大化するように行動して

も、Poyago-Theotoky(2001)の結果が成立することを示した。 
 以上の論文に共通することは、民間企業と国有企業で同じ費用関数を有していると仮定

していることである。したがって、本論文では、White(1996)のモデルを拡張して、民間企

業と国有企業の費用関数が異なると仮定した。そして、Mixed Oligopoly, Private Oligopoly, 
Partial Nationalization の３つの場合を分析して、その結果を比較した。この分野において、

国有化を分析したものは少ないので、その影響を分析した。主な結論は次の通りである。

Mixed Oligopoly と Private Oligopoly を比較すると、Kato and Tomaru(2007)で指摘され

ているように民営化中立性定理は成立しない。また、Private Oligopoly は Mixed Oligopoly
よりも厚生が低くなることを示した。Mixed Oligopoly と Partial Nationalization を比較

すると、最適な補助金水準、最適な生産量と厚生は同じなることを示した。 
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